
 

 

平成２３年度第５回 福祉施策のあり方検討専門分科会 

 

 

日時：平成２３年９月１２日（月） 

午後６時～８時  

場所：ルビノ京都堀川「加茂の間」 

 

 

  

  

  

 議題 

  市営保育所の今後のあり方に係る保護者会等からの意見について 

 

 

 

 

〔配布資料〕 

京都市職員労働組合への追加質問（奥山委員提出資料） 

  市営保育所保護者会からの意見 

自治労京都市職員労働組合からの意見 

公営保育所の民営化に係る主な判例 

他都市の民営化の手順（横浜市，大阪市） 

※（参考：前回提出資料）市営保育所の今後のあり方について（検討資料） 

 



京都市職員労働組合 様 

 

昨夜の審議会では，有益な議論をさせていただいてありがとうございました。

私はこの審議会「福祉施策のあり方検討専門分科会」に京都市保育園連盟の代

表として出席させていただいています。 

私自身，この審議会に参加するに当たり，京都市保育園連盟として入ってい

ますので，保育の職員の処遇について過去において市営保育所と民間保育園の

間には著しい格差があり，民間側から大きな課題であると考えてきていました。 

そんなことから，私ども民間園の立場から審議会に参加するにあたり，課題

は「市営保育所の今後のあり方」について議論をする場ではありますが，同じ

京都市の保育を担う立場として公私間の格差について，棚上げした状態でこの

議論をすることはできないと考えてきたわけであります。この格差の実態につ

きましては，各種資料の中から，私は詳細にわたって取り上げて指摘してきた

とおりであります。 

京都市においては，京都市内のほとんどの乳幼児を民間保育園に委ねてきた

こともあり，この格差の実態を踏まえつつ，京都市民間保育園給与等運用事業

（プール制）を立ち上げ，市から補助金を受け，徐々に給与は改善され，公民

格差の縮小の努力を続けてもらって今日に至っています。基本給においてはそ

う大きな差は見られなくなってきていますが，総収入においては市営保育所職

員７７０万円に対し，民間園職員は年間５００万円で依然として大きな格差は

残っています。 

この差の実態は平均年齢に多少の違いはあるものの，各種加算の違いを始め，

実質的労働時間の違い，各種手当などがあり，職員数にも単位当たりの違いも

あります。 

我々民間園では，平成１３年頃当時のプール制の赤字解消のため，各園で常

勤職員を１０％削減したまま今日に至り，その削減枠のままで慢性的な職員不

足が今日まで続いています。 

もう一件だけ聞いてください。 

障害児保育については，その受入割合は市営保育所７．５５％，民間保育園

は２．４６％とされ，市営保育所は受入数も多く，ていねいな障害児保育をさ

れているということですが，数字だけみるとそのとおりなのです。公民では，

障害児の判定の仕組みと基準が大きく違っていて，民間園には連盟自身が派遣

している巡回指導員がいますが，状態を見るだけで，判定に保育園は関われず，

調査表に記入し申請を出す。親に託して申請するのですが，親の説得に一苦労。



まず親の同意をなかなか得られない。出しても３カ月から，半年待たなければ

なりません。結局民間園ではボーダーラインの上の児は障害認定児と同じ扱い

をしていても加配はありません。これらの児はカウントには入りません。結局

ボーダーラインには入らず，非認定のままで扱いは障害児として扱っているケ

ースが多いのですが，この数字はカウントされていないのであります。障害児

加配のないままに障害児対策に取り組んでいる民間園が多いということを知っ

ておいてほしいと思います。 

ただ，一部の民間園には障害児保育をやっていない園が３割近くあると聞い

て我々も驚いています。残念です。 

ただ，この度のポイント制導入により障害児保育に取り組むことで高ポイン

トが付くことになると取り組む民間園が増えると期待しています。 

昨日の組合の見解では，我々民間園の職員の処遇が市営保育所職員に比べて

明らかに公民格差があると認め，理解していただいたように思います。「同一労

働，同一賃金」これは我々が一番言いたかったことですが，組合から言ってい

ただきました。感謝しています。 

ただ現状は「きれいごと」だけでは済みません。この課題では我々民間保育

園の職員は４千名近い職員がいます。これらの職員すべてに市営保育所職員と

同じ待遇にしてもらうとすれば，今後市費はどれだけ投入せねばならないか。

現実問題として可能なのでしょうか。これは市営保育所職員の給与を民間並み

にせよと言うのと同じくらいに難しい問題だろうと思います。 

かつて市営保育所職員のアンケートの回答を見せてもらったことがありまし

た。みなさん保育の質を高める「子どもの権利を守り，子どもの最善の利益を

守らねば」という答えがあったのですが，ほとんどコストの問題には触れられ

ていません。しかし我々民間保育園はコストの問題は避けて通れないものであ

りまして，コスト万能とは考えていませんが，最後には経営ということを考え

る上においては，社会福祉施設といえども，保育の質を考えると同様にコスト

も考えなければならないという現実に向き合って今後の委員会の議論をしてい

きたいと考えています。 

追伸，本来審議会で再質問の中で言うつもりでしたが時間がなかったので文

書で送らせていただくことになってしましました。 

もし，私の見解に関してご意見，反論があれば頂きたいと思っています。 

 

京都市保育園連盟 

奥山 茂彦 



【市営保育所の今後のあり方（検討資料）に対する保護者会からの意見等】 

  

≪アンケートの概要≫ 

  ○ 実施期間 

    平成２３年８月５日から８月３１日まで 

  ○ 実施方法 

    「市営保育所の今後のあり方について（検討資料）」を保護者会へ配付 

意見は自由記述とし，封かんのうえ，保育所長まで提出 

○ 提出のあった市営保育所保護者会 

２５箇所 

  ○ 意見等の提出方法 

    保護者会で一定の集約：１２箇所 

    個人ごとの意見：６箇所 

一定の集約及び個人ごとの意見：７箇所 

     

 

≪主な意見≫ 

○ 市営保育所の現状について 

・ 保育内容，職員の経験年数，年度途中入所，障害のある児童の受入

れ，地域の子育て支援事業及び運営に係るコスト等に対する肯定的な

意見 

・ 保育内容，職員の経験年数，職員の異動及び運営コスト等の是正を

求める意見 

○ 市営保育所の民営化について 

 ・ 民営化に反対する意見（民営化を前提にした議論であるとの認識か

らの意見も含む） 

 ・ 民営化もやむを得ないとする意見 

○ 民間保育園の現状について 

・ 保育内容，職員の経験年数及び障害のある児童の受入れ等に対する

意見 

○ 京都市の保育行政について 

・ 財政難を理由にした子育て施策の削減（民営化を含む）に反対する

意見 

・ 民間保育園に対する財政支援の増額等を求める意見 

○ 当分科会（事務局含む）の運営について 

・ 議論の進め方に対する意見 

・ アンケートの実施方法等に対する意見 
 



平成２３年８月２６日  
 
 

京都市社会福祉審議会 
福祉施策のあり方検討専門分科会 会長 様 
 
 

自治労京都市職員労働組合保健福祉支部  
支部長  北村 喜一  

 
 
 

市営保育所の今後のあり方について 
 
 
 
 このたび，京都市社会福祉審議会福祉施策のあり方検討専門分科会におきまして，働く

者の立場からの意見をお聞きいただき，誠にありがとうございます。 
 市営保育所に勤務する自治労京都市職員労働組合員の意見を聞きましたところ，下記の

ような意見がありましたので提出させていただきます。 
 
 

記 
 
 

市営保育所においては，現在でも，親から虐待を受けている子どもや障害のある子ども

を多く受け入れている。 
 また，食事面においても，アレルギー食の必要な子どもについて食事を提供している。 
 引き続き，民間保育園では手の回らないような，個々の子どもの状況にあわせて手厚い

保育が必要となる子どもについて，市営という立場で，積極的に受入れを行っていくべき

である。 
 

以上 
 
 
 
 



【公営保育所の民営化に係る主な判例】 

 
１ 保育所廃止の条例改正は訴訟の対象となる（横浜市 最高裁 H21.11.26） 

 ⇒ 改正条例の制定行為は，抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解す

るのが相当である。 
  （詳細） 

条例の制定は，普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するから，

一般的には，抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものではないことは

いうまでもないが，本件改正条例は，本件各保育所の廃止のみを内容とす

るものであって，他に行政庁の処分を待つことなく，その施行により各保

育所に廃止の効果を発生させ，当該保育所に現に入所中の児童及びその保

護者という限られた特定の者らに対して，直接，当該保育所において保育

を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるもので

あるから，その制定行為は，行政庁の処分と実質的に同視し得るものとい

うことができる。 
   以上によれば，本件改正条例の制定行為は，抗告訴訟の対象となる行政

処分に当たると解するのが相当である。 
 

２ 保護者に保育所選択の法的地位を認める（横浜市 最高裁 H21.11.26） 

 ⇒ 特定の保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者は，保育の実

施期間が満了するまでの間は当該保育所における保育を受けることを期待

し得る法的地位を有するものということができる。 
なお，この法的地位（保育の実施）を解除するためには適法な手続き（以

下３を参照）が求められる。 
 
３ 保育所廃止に係る適法性（適法な手続き） 

（１）民営化に係る引継ぎ期間及び引継ぎ内容 

（大東市 大阪高裁 H18.4.20 最高裁 H19.11.15） 

 ⇒ （民営化前の）引継ぎ期間を少なくとも１年程度を設定する。その間に， 
  新保育園の保育士となる予定者のうちの数名に，保育所における主要な行

事等をその過程を含めて見せる。 
   民営化以降も数箇月程度，保育所において実際に児童に対する保育に当

たっていた保育士のうち数名を新保育園に派遣するなどの十分な配慮をす

べき信義則上の義務（公法上の契約に伴う付随義務）を負う。 
（２）保護者説明，法人選考等（横浜市 東京高裁 H21.1.29） 

 ⇒ 市の行った以下の点について評価されている。 

・ 市の審議会の意見具申に基づく民間移管であること 

・ 保護者説明会が３回程度開催されていること。長時間におよぶものも

あること 
・ 移管先について法人選考委員会に基づく選考が行われていること 

 
４ 損害賠償命令（大東市 大阪高裁 H18.4.20 最高裁 H19.11.15） 

 ⇒ 前記３－ に掲げるような手続きを欠いたとして（信義則上の義務に違

反）１世帯当たり３３万円の支払いを市に命じる（３１世帯）。 
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